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令和３年第２回足寄町議会定例会議事録（第３号） 

令和３年６月１５日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君   

３番 進 藤 晴 子  君   ４番 榊 原 深 雪 君   

５番 田 利 正 文  君   ６番 熊 澤 芳 潔 君   

７番 髙 橋 健 一  君   ８番 川 上 修 一 君   

９番  髙 橋 秀 樹 君   １０番 二  川   靖 君   

１１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君  

１３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足寄町農業委員会会長              齋 藤 陽 敬 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

福 祉 課 長              保 多 紀 江 君 

住 民 課 長              佐々木 雅 宏 君 

経 済 課 長              加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長              増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １        議 案 第 ５ ６ 号         令和３年度足寄町一般会計補正予算（第４号）＜Ｐ３                         

～Ｐ１７＞ 

 日程第 ２        議 案 第 ５ ７ 号         令和３年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第１                         

号）＜Ｐ３～Ｐ１７＞ 

 日程第 ３        議 案 第 ５ ８ 号         令和３年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算                         

（第１号）＜Ｐ３～Ｐ１７＞ 

 日程第 ４        議 案 第 ５ ９ 号         令和３年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算                         

（第１号）＜Ｐ３～Ｐ１７＞ 

 追加日程第 １        議 案 第 ６ ０ 号         財産の取得について＜Ｐ１７～Ｐ１８＞ 

 追加日程第 ２  意見書案第１号         地方財政の充実・強化に関する意見書＜Ｐ１８＞ 

 追加日程第 ３  意見書案第２号         国民健康保険料（税）のさらなる負担軽減を求める意見

書＜Ｐ１８～Ｐ１９＞ 

 追加日程第 ４  意見書案第３号         地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を

求める意見書＜Ｐ１９＞ 

 追加日程第 ５  意見書案第４号         義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障

の実現に向けた意見書＜Ｐ１９＞ 

 追加日程第 ６  意見書案第５号         林業・木材産業の成長産業化に向けた政策の充実・強化

を求める意見書＜Ｐ１９～Ｐ２０＞ 

 追加日程第 ７  所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ２０～Ｐ２１＞ 

 追加日程第 ８  閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員会・広報広

聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ２１＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 全員の出席でございます。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

昨日開催されました、第２回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告しま

す。 

 本日は、最初に議案第５６号から議案第

５９号までの令和３年度補正予算について

提案説明を受けた後、即決で審議いたしま

す。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議案第５６号から議案第５９号まで 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第

５６号令和３年度足寄町一般会計補正予算

（第４号）から日程第４ 議案第５９号令

和３年度足寄町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第１号）までの４件を一括議題

といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第５６号令和３年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）から議案第５

９号令和３年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第１号）まで、一括提案

理由を御説明申し上げます。 

 補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第５６号令和３年度足寄町一般会計

補正予算（第４号）について、御説明申し

上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億５,４３７万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５

億１,９１６万１,０００円とするものでご

ざいます。 

 歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

 なお、補正予算の説明欄に括弧書きで新

型コロナウイルス対応と記載している事業

は新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を活用する事業であります。 

 また、６月３日に行政報告をいたしまし

た中で別紙資料として添付させていただき

ました新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金充当予定事業の一覧表に記

載の事業につきましては、予算説明資料を

省略しておりますのであらかじめ御了承願

います。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第８

目財産管理費におきまして、公共施設等総

合管理計画改定業務委託料といたしまして

４４０万円を計上いたしました。 

 第１４目企画振興費におきまして、地域

活性化推進事業といたしまして、地域おこ

し協力隊に係る報酬５０９万５,０００円な

ど合わせて７７３万５,０００円、映画ロケ

セット改修事業といたしまして、改修工事

請負費１４７万４,０００円をそれぞれ計上

いたしました。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第３項児童福祉費、第１

目児童福祉総務費におきまして、子育て世

帯生活支援特別給付金事業といたしまし

て、報酬や補助金など合わせて５１０万２,

０００円を計上いたしました。 
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 １６ページをお願いいたします。 

 第３目子どもセンター運営費におきまし

て、自動水栓化工事請負費といたしまして

３２２万３,０００円を計上いたしました。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２

目予防費におきまして、予防接種管理シス

テム改修業務委託料といたしまして１２９

万７,０００円を計上いたしました。 

 第４目環境衛生費におきまして、公衆ト

イレ改修工事請負費といたしまして３３４

万円を計上いたしました。 

 １８ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、第

３目農業振興費、第１８節負担金、補助及

び交付金におきまして、畑作構造転換事業

補助金といたしまして９２１万７,０００円

を計上いたしました。 

 第２項林業費、第１目林業振興費、第１

８節負担金、補助及び交付金におきまし

て、豊かな森づくり推進事業補助金といた

しまして１,７１５万円を計上いたしまし

た。 

 第４目水源林造林事業費、第１１節役務

費におきまして、手数料といたしまして７

８７万３,０００円を計上いたしました。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第７款商工費、第１項商工費、第１目商

工振興費、第１８節負担金、補助及び交付

金におきまして、足寄町商工会補助金２０

０万円、足寄町飲食店・宿泊施設感染防止

対策支援金３２０万円、あしょろ宿泊応援

クーポン事業補助金３５０万円をそれぞれ

計上いたしました。 

 第８款土木費、第４項都市計画費、第３

目公園管理費におきまして、公衆トイレ改

修工事請負費といたしまして８２０万４,０

００円を計上いたしました。 

 第９款消防費、第１項消防費、第３目災

害対策費におきまして、避難所用間仕切り

購入費といたしまして５５０万円を計上い

たしました。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費、第２項小学校費、第１

目学校管理費、第１４節工事請負費におき

まして、小学校開口部網戸設置工事１４４

万円など合わせて６７０万２,０００円を計

上いたしました。第３目学校建設費、第１

４節工事請負費におきまして、大誉地小学

校教員住宅新築及び解体工事合わせて５,７

２２万４,０００円を計上いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入について

申し上げます。 

 ８ページへお戻りください。 

 第１５款国庫支出金、第２項国庫補助

金、第１目総務費国庫補助金におきまし

て、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金といたしまして４,２９７万

２,０００円を計上いたしました。 

 第６目教育費国庫補助金におきまして、

学校施設環境改善国庫交付金といたしまし

て１,８６８万１,０００円を計上いたしま

した。 

 第１６款道支出金、第２項道補助金、第

４目農林水産業費道補助金におきまして、

畑作構造転換事業道補助金といたしまして

９２１万７,０００円、豊かな森づくり推進

事業道補助金といたしまして１,０５５万

３,０００円をそれぞれ計上いたしました。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第１９款繰入金、第１項基金繰入金にお

きまして、財源調整のため財政調整基金繰

入金といたしまして１,８２３万４,０００

円を計上いたしました。 

 第２２款町債、第１項町債におきまし

て、辺地対策事業債といたしまして、オン

ネトー新休憩舎建設事業債８４０万円、過

疎対策事業債といたしまして、小学校教員

住宅新築事業債３,７６０万円をそれぞれ計

上いたしました。 

 ４ページへお戻りください。 

 第２表地方債補正、変更２件をお願いい

たします。 

 以上で、令和３年度足寄町一般会計補正

予算（第４号）についての説明を終わりま
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す。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 議案第５７号令和３年度足寄町簡易水道

特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１８１万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５,１５８万

３,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、３３ページをお願いいたします。 

 議案第５８号令和３年度足寄町公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２７万３,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億７,０７５

万２,０００円とするものでございます。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 歳出から申し上げます。 

 第２款事業費におきまして、下水道管渠

実施調査設計業務及び下水道雨水管渠調査

設計業務委託料といたしまして合わせて１,

５７０万８,０００円、雨水管新設工事請負

費といたしまして１,１００万円をそれぞれ

計上し、下水道管渠新設工事請負費を２,６

９８万１,０００円減額いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 第４款繰入金におきまして、一般会計繰

入金といたしまして２７万３,０００円を減

額いたしました。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 議案第５９号令和３年度足寄町国民健康

保険病院事業会計補正予算（第１号）につ

いて、御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ３２５万１,０００円を追加し、収

益的収入及び支出の予定額を収入支出それ

ぞれ１２億４,８９６万５,０００円とする

ものでございます。 

 第３条において、予算第８条に定めた議

会の議決を経なければ流用することができ

ない経費について、職員給与費に３２５万

１,０００円を追加し８億３,３０９万７,０

００円とするものでございます。 

 収入支出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 以上で、議案第５６号令和３年度足寄町

一般会計補正予算（第４号）から議案第５

９号令和３年度足寄町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第１号）までの提案理由

の説明とさせていただきますので、御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第５６号令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件の質疑

を行います。 

 １２ページをお開きください。 

 歳出から始めます。 

 款で進めます。 

 １２ページ、第２款総務費、質疑はござ

いませんか。 

 ８番。 

○８番（川上修一君） 予算説明資料の４

７ページを見ていただきたいのですけれど

も、平成２９年に足寄町公共施設等総合管

理計画を策定して、その見直しを行うと資

料にあるのですけれども、この言葉から私

がイメージするには、公共施設建って１０

年も２０年も経過したら大きく改修するよ

うなことがあると、そういうのを年次ごと

に何ぼかかるか見直していくのかなと勝手

に想像しているのですけれども、具体的な

中身について、大まかで結構ですからどの

ような中身なのか説明をお願いしたいなと

思います。 
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○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 今の御質問につきましては、平成２８年

度、平成２９年３月に当時公共施設等総合

管理計画を策定したものでございまして、

策定しました、まず背景から御説明申し上

げますと、まず過去に建設された公共施設

等がこれから全国的になのですが、大量に

更新時期を迎えるということがまずござい

ます。その一方で、地方公共団体の財政状

況も大変厳しい状況にある中で、それと人

口減少等によっても今後公共施設等の利用

の需要が変化していくという、まず背景が

ございまして、これに伴って各地方公共団

体、足寄町もそうですが、公共施設等の全

体を把握して長期的な視点に立って公共施

設等の総合的かつ計画的な管理を行うため

に計画の策定が必要なのだよということ

で、総務省から通知が当時来たものでござ

います。 

 それで、当時、平成２６年に総務省が作

成に当たっての指針等を策定、方針を策定

して、それを基に足寄町も策定をいたしま

した。それで、策定の内容というか、当然

議員おっしゃいましたとおり、今後どれだ

けの、例えば公共施設でありますと、役場

庁舎あるいは町民センターもそうですし集

会所もたくさんございます。あとインフラ

施設として足寄町広いですから、道路も延

長たくさんあります。橋梁もございます。

それで、今後、このときは４０年間という

長いスパンだったのですけれども、それぞ

れ更新費用等を４０年スパンで更新費用の

推計もいたしているところでございます。 

 それで、今回の改定に当たって再度国で

は、先ほども申しました国の指針が、２６

年の指針が新たに平成３０年に改定されま

した。これを基に各自治体全国で９９.９％

ほどの自治体、ほぼ全てが当時総合計画を

策定したのですが、策定して以来５年間を

経過したということで、新たに国のほうで

も今後人口減少を踏まえた、あるいはそう

いうそれぞれの当時と事情が異なっている

ので再度改定、見直しを行ってくださいと

いう通知がございました。それで、令和３

年度までに策定をしたら地方財政措置とし

て特別交付税も与えるので、何とか令和３

年度までに策定しなさいという通知がござ

いましたものです。 

 それで、新たに今回見直しに当たって、

国の方針に基づきまして、例えば前回策定

時にはなかったユニバーサルデザイン化の

推進方針だとか、あるいは今はやりのＰＤ

ＣＡサイクルの推進について記載をしなさ

いというような内容もございまして、それ

を踏まえて今回改定をしようとするもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 何となく分かりま

した。何か予算に直結する大切な計画なの

ではないかなと思います。 

 それで、今回この見直しをしたことは総

合計画か何かに反映していくのでしょう

か。ちょっとお聞きします。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 総合計画につきましても毎年見直しを

図っておりまして、今回改定業務の工期と

いいますか、納期は来年の２月の予定でご

ざいまして、ですから令和４年度以降の総

合計画には改修等について、改定した総合

管理計画を踏まえて総合計画のほうにも反

映をしてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君）  よく分かりまし

た。 

 それでもう１点だけ、この委託先の業者

というのは２９年に策定した業者、同じ業

者さんなのでしょうか。それだったらス

ムーズに行くかなと思うのですけれども。
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それと、その業者さん、どこの業者さんか

併せて教えてください。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 当時平成２９年３月に策定したときの委

託業者につきましては、株式会社ぎょうせ

いでございます。それで、今回の改定業務

につきましても予算議決されましたら、当

然前回の業者が資料あるいはデータも持っ

ておりますので、整合性を図る意味でも株

式会社ぎょうせいとの随意契約になるので

はないかと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 他に総務費、ございませんか。 

 ６番。 

○６番（熊澤芳潔君） 総務管理費の企画

振興費の中の節の１４の１４７万４,０００

円についてお聞きします。 

 このことにつきましては、松山千春さん

の自伝を映画化したロケセットの建物の整

備だと思いますけれども、松山千春さんが

足寄町に対する貢献度を考えるときに、私

はまだまだ千春公園ぐらいの大きなものが

必要でないかなというふうに思っているの

ですけれども、今回の整備の内容とロケ

セットに来た方が記帳する何かノートみた

いのがあって、何人ぐらい寄っておられる

のかお聞きしたいと思います、まず１点

目。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 まずロケセットの改修工事の内容でござ

いますが、そもそも改修工事に至った要因

につきましては、４月の下旬ぐらいに大変

強風が吹いたことがございました。そのと

きに屋根のトタンが剝がれていたというこ

とで大変危険だという状況がございまし

た。それで、総務課の企画担当の職員等と

現地を見たところ、当然屋根も剝がれてお

りますし、あと外壁等の修繕も必要だ、あ

るいはその建物周辺にいろいろ小さなもの

とかも物品等もございましたので、それも

併せて整理をするという内容でございま

す。 

 以上でございます。 

 あと、利用者数の関係でありますが、こ

れは経済課、足寄町観光協会のほうから頂

いた資料でございまして、例えば令和２年

の実績では新型コロナウイルスの影響もあ

りまして利用人数は少なかったのですが、

年間というか開館日のみの状況であります

けれども、７か月合計で４５３名の方がい

らっしゃっております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） いいですか。 

 ６番。 

○６番（熊澤芳潔君） 続いての質問をい

たします。 

 実は私もちょっとあそこの周りをちょっ

と見させてもらったのだけれども、ロケ

セットの整備のことについてお聞きしたい

のですけれども、あそこを見ますと、平ら

なところにただ建物がぽんとあるよと。も

ちろんそうだと思うのですけれども、その

裏側にオンコの木だと思うのですよね。オ

ンコの木が２本、大きな木がもう大きく

なってしまって占有しているみたいな感じ

で２本あるのですけれども、もう少し整備

といいますか、あのセットの周りを足寄町

のやっぱり花のエゾムラサキツツジぐらい

をぐるっと周りに植えて、もうちょっとき

れいにしたらいいのかなというふうに思っ

ているのですけれども、そういった例えば

オンコの木も大きくなってしまって、日陰

になればいいのかもしれないけれども、

ちょっと見づらいのかなというふうに思い

ますけれども、その点についてちょっとお

聞きいたします。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 
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 確かに大きな木、ございます。それで、

所有者がちょっとどなたのものかちょっと

把握しておりませんので、今後調査いたし

まして、今熊澤議員がおっしゃったことも

踏まえてちょっと検討してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 他に総務費、質疑はございませんか。 

 １１番。 

○１１番（木村明雄君） これまた反対意

見をするなどといったらちょっと語弊があ

るかもしれないですけれども、このロケ

セットについて、時間は流れていく、時は

進んでいく中で、維持管理がこれからどん

どんかかっていくのかなと。これはいつま

でそうすれば、これを維持管理していこう

としているのか。そしていつまで、壊れた

ときにはどこまで直せるのか。その辺も考

えながら進まなければならないのかなと考

えるわけなのだけれども、その辺について

ちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） いつまでというこ

とでありますけれども、今回の改修につい

ても先ほど総務課長のほうから申し上げま

したように、強風で壊れた部分、屋根が飛

んで危険だとかそういうことがありました

ので、それについてはやはり直さなければ

ならないなということと、周りも少しもう

ちょっといろいろなものが置いてあります

ので、風だとかそういったもので飛んだり

だとか、そういったことの危険のないよう

に改修しようと。改修と併せて少し整理し

ようというようなことでございます。 

 それで、いつまでするのかといった部分

はまだちょっといつまでということは、見

通しは立ててはおりませんけれども、まだ

先ほど申し上げましたように、限られた日

数でありますけれどもそれなりにやはりお

客さんが来ているということで、足寄町の

やはり名所というか、松山千春さんの家だ

とか、銀河ホールですとか、そういうとこ

ろを巡って歩く、観光客の方が巡って歩く

場所になっているのかなというところで、

もうしばらくの間は保存といいますか、維

持管理しながら置いておこうかなというよ

うに考えているところであります。 

 今回の建物自体も非常に古い建物を改修

しながらロケセットにしたということもあ

りまして、いつまでといった部分では、そ

んなに長い間維持ができるという状況では

ないのかなと思っています。外壁もかなり

傷んでおりまして、それこそくぎを打って

もきちんと効くのかなというような感じも

しないではないですので、そういった意味

でそんなに長い期間ではないのかなと。今

回も取りあえず当面５年間ぐらいはもつぐ

らいの改修にしようというところで、本当

に最低限の修繕ということで１５０万円ぐ

らいの予算を見させていただいたというと

ころでございますので、御理解いただけれ

ばというように思っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 本来であれば、

これはやはり松山千春さんの財産であっ

て、やはり松山千春さんが維持管理をして

いくということが正しいのではないかなと

いう考えをするわけなのだけれども、映画

のロケをしたということの中で、やはり今

町長が言った当分の間ということであれば

３年、５年、これは致し方ないのかなとは

思うけれども、これから先に向けてやはり

まだまだ傷んでいくのはこれ間違いないわ

けですから、その辺も考えながら進んでい

ただきたいと、そんなふうに思うところで

す。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ロケセット自体は

これは足寄町のものとなってございます。 

 全て映画を撮るときにいろいろと集めて

きたものであって、ファンの人としてみれ
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ば松山さんのものだったらもっといいなと

思われるかもしれませんけれども、松山千

春さんの家をイメージした、そういったも

のでありまして、それは映画を撮るときに

映画の関係者の方たちが小道具だとか大道

具だとかとしてという形でつくったり集め

たりしたものでありますので、松山千春さ

んのものではございません。これはその映

画終わった後、足寄町が引き継いでその後

の観光だとか、町の活性化だとか、そう

いったものに活用していただけるのなら置

いていきますよということで、映画の関係

者の方にお願いをして置いていただいたと

いうものでございます。ですので、最終的

には町がもしもここはもう終わりですよと

いうことになると、町が改修というか整理

をきちんとしなければならないというもの

でございます。 

 やはり松山さんの実際に足寄町に住民票

も置いていらっしゃるし、実家もあって、

あそこの看板もあったりとかして、観光客

の方よくいらっしゃって家の前で写真撮っ

たりだとかもしていますし、実際に映画の

ロケセットといっても足寄町が実際に松山

さんが住んでいらっしゃった、そういった

面影が少しずつ残っているといった部分で

はまだまだ、昔から比べれば観光客の方は

少なくなっていますけれども、来られる方

が楽しみにして来られる場所というように

思っておりますので、もうしばらくの間は

そのまま残しておきたいなというように考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） 分かりました。 

○議長（吉田敏男君） いいですか。 

 他に総務費、ございますか。 

 ３番。 

○３番（進藤晴子君） 地域活性化推進事

業、地域おこし協力隊のことについてお伺

いします。説明書４９ページになります。 

 今回この事業目的で、「観光や農林業、

情報通信分野など本人の経験やスキルを生

かした地域活性化に資する提案を受け」と

いうことで書いてございます。非常にうれ

しいことで、しっかりと受け入れていきた

いという行政のお気持ちは大変うれしいと

思います。 

 その中で、今はコロナ禍でまだございま

す。募集をどのようにかけて、どのように

採用するに当たって面接とかをしていくの

か、計画しているのかをお伺いしたいと思

います。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 基本的に応募者があった場合の試験のこ

とですが、基本的にコロナ禍の影響がなけ

れば当然役場に来ていただいて、役場庁舎

内もしくは町民センターとかになるかもし

れませんが、面接をする予定でございま

す。 

 ただ、このようなコロナの状況下、緊急

事態宣言が発出されているのか、あるいは

蔓延防止措置等なのか等にもよりますけれ

ども、そのような場合につきましてはオン

ラインでの面接を予定してございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 面接のことはよく

分かりました。 

 募集のほうはどのようにしますか。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 募集につきましては、まずホームページ

等に掲載をいたします。あと、当然ホーム

ページだけでは見る方、見ない方いると思

いますので、基本的に、すみません、３大

都市圏とかの方を主に来ていただきたいと

思っておりますので、その辺周知方法、

ホームページだけでは足りないと思います

ので、その辺ちょっと検討してまいりたい

と思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 募集のかけ方は大

切だと思いますので、よく検討されて計画

を練っていただきたいと思います。 

 それで、大切な何かをやりたいという方

たちを足寄町に来ていただく上で、できれ

ば３年間終わった後残ってもらいたいとい

うのがやっぱり町民の気持ちだと思いま

す。それは皆さんそうだと思うのですけれ

ども、そのためにはここに書いてある経験

やスキルを生かした方たちの面接をしたり

する場合に、どのようなビジョンを持って

いるのか。こういうスキルを持っているだ

けではなくて、足寄町で何をしたいのかと

いうことをしっかりと面接の中で確認され

ていくつもりがあるのかということをお伺

いします。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 当然面接時は少なくても、少なくという

か、最長３年でございますが、協力隊とし

て足寄町で住民となっていただき働いてい

ただくことになりますが、当然それ以降も

足寄町としては残っていただくのが大変あ

りがたい話でございますので、その辺につ

きましては今回応募いただいた資料の中で

動機だとか、その方の意気込みだとか、あ

るいはどのような取組をしたいと考えてい

るのかとか、３年経過した後についても詳

細に質問をいたしまして、しっかりと３年

以降も足寄町にとどまっていただけるよう

にを踏まえて面接等をしてまいりたいと

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君）  分かりました。

しっかりとその辺を確認していただいて、

来ていただきたいと思います。 

 そこで、つい数日前に私のところに地域

おこし協力隊に来たいという人がいるのだ

けれども、行政といろいろと話したり、商

工会と話したり、いろいろなところで一応

アプローチしてみたのですけれども、どう

も無理だよと言われている人がいる、どう

にかならないかいという話を私は受けまし

た。１時間ぐらいの話の中で聞いた中で私

が思ったのは、その人のことだけではない

のですけれども、今までのことも含めて、

受入側、先ほど言った大切な人材、残って

もらいたいということでしっかりと見てい

く中で、二の足を踏んでしまうという場合

もあるのかもしれないのですけれども、受

入体制で何かやはり問題がいつもあるよう

な感じがしてならないのです。何かネック

になっているところはありますか、受入体

制で。お願いします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 受入体制のほうで

ネックになるようなところといった部分で

ありますけれども、特に大きなネックにな

るようなものというのはないのかなという

ように今のところ感じております。基本的

には協力隊として足寄町に来ていただい

て、足寄町でどういう仕事がその人がやり

たいこと、そういったことをいろいろ相談

しながらどういうところで仕事をしてもら

うのが一番いいのかといったところで場所

を決めながら、そういうところで働いてい

ただいていると。 

 仕事は協力隊ですから、いろいろな仕事

をやりながらその仕事の中から今度３年後

自分がやりたいこと、やってみたいこと、

足寄町で引き続き足寄町に住んでそれをや

りたいといったことを見つけながらという

ことになりますので、その中で今までやっ

ていた仕事と何かそこがマッチしないだと

いうことももしかしたらあるかもしれませ

んけれども、そのあたりはお話ししていた

だきながら、いろいろと面接だとか、それ

から毎年毎年の３年間ですから、次の年ど

うするかとかという話だとか、そういった

ことでいろいろとお話を聞きながら進めて
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おりますので、来ていただいた方がどうも

何かやりづらいなだとか、そういったこと

があればいろいろとお話聞きながら改善し

ながら進めていこうというように考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） そうですか。今観

光協会にお一人いらっしゃいます、パティ

シエの方で頑張ってやっておられますし、

私もたまに買いに行くのですけれども、そ

の方を受け入れる際に、これも聞いた話で

す、人から聞いた話なので本当かどうか分

からないのですが、なかなかスムーズに受

け入れられなくて、観光協会、伊藤さんあ

たりが働いてくれて、今に至ったというよ

うな話を聞いています。すみません、話で

す。どういうことが大変だったのかちょっ

と分からないのですけれども、その辺のこ

とが私はあるのかなと。 

 今回お話いただいた方は、すみません、

経済課にまず行ったという話をしておりま

したが、民間のところに行きたいという、

そこの技術を取得してやはり同じような

チーズを作りたいというようなお気持ちが

あるということで、御家族、赤ちゃん連れ

の奥様と一緒に３人で来たいと。物すごく

意気込みの強い方だと。足寄町で雇い入れ

るというのはおかしいかもしれませんけれ

ども、入れて、それで民間に委託をすると

いうことは難しいことですか。そこを

ちょっとお伺いします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） お答えします。 

 民間の事業所に入れるということはでき

ないことはありません。ただ、民間の事業

所に入れるということになると、どこの事

業者さんも今人手不足と言われています。

人が来ていただけるのなら来ていただきた

いなという方が皆さんいらっしゃいます。

そういうところに、そうしたら全て地域お

こし協力隊を入れるのかということになる

と、なかなかこれは難しい話なのかなとい

うように思っています。そういった意味で

は、やはりまだ民間業者のところに入るた

めには、やっぱりそれなりのルールという

のをつくっておかなければならないのかな

というように思っています。 

 今、地域おこし協力隊として入っていた

だいている方たちは、農協ですとか観光協

会ですとか、それからまちづくり会社と言

われているびびっどさんだとか、そういっ

たある意味半公共的な部分で仕事をしてい

ただいておりますけれども、民間会社とい

うことになるとどこでもという話になりま

すので、そうなったときに、では地域おこ

し協力隊みんな言われたところみんな入れ

ますよということにはやっぱりなかなかな

りませんし、それから人手不足だとかとい

うことで、そういうことで地域おこし協力

隊を入れるということではないので、やは

り地域おこし協力隊の方がやりたいことだ

とか、それから３年後任期が終わった後、

足寄町で何かその方がやりたい仕事をきち

んと見つけてやっていける、そういったこ

ともありますので、やはり一定のルール、

民間に行くという場合にはやはり一定の

ルールをつくらなければならないかなとい

うように思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 町長のおっしゃっ

ていることはよく分かります。それは労働

力として入れては絶対いけないと、このシ

ステムはと思うわけですね。なので、ぜひ

そのルールをつくっていただきたい。たま

たま私がお話をお伺いした方は、自分で独

立してやっていきたいのだと、足寄町で。

そのために民間のところでノウハウを教え

てもらいたい。そのビジョンがしっかりと

されているのであれば、私は受けてもらい

たいなというふうに個人的には思っている

わけです。 

 その辺のことも、今、町長のおっしゃら
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れたことがネックになって経済課のほうで

はお断りをしたのでしょうか。経済課長、

お聞きします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） やはり地域おこし

協力隊も今回３人分の予算を議決していた

だければそういうことが、取組ができると

いうことになりますけれども、予算がない

とやはり先に進んでできますよという話に

はならないというのが、町としての考え方

としてはそういうことであります。 

 先に、先ほども公募どうするのですかと

いう話もありましたけれども、やはり公募

しながら採用していくということになりま

すので、先に話がどんどん先行していくと

いうことは、ではいいですよという話はど

こも役場としてはできないということで

す。なので、スムーズに行かないとかとい

う話もあったようでありますけれども、当

然スムーズに行かないのは当たり前の話で

あって、予算もないところでなかなか町と

して、分かりましたという話はできません

ので、ということになるのかなというよう

に思っております。 

 今回予算議決していただければ、いただ

いた後には当然公募もしますし、そういう

お話があったという方もその中にきっと応

募できる、そういう方だというように思っ

ていますし、もしも今お話のあったような

ことであれば、当然足寄町としても来てい

ただきたいというような、そういう人材な

のではないかなというように思っておりま

すので、その後についてはそんなにスムー

ズにお話は進むのではないかなというよう

に思っています。 

 ただ、先ほども言いましたように、民間

の会社に、では誰でもということはやっぱ

りいかないかなというように思っておりま

すので、そのあたりは少し検討が必要なの

かなというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。納

得しました。 

 そうですね。予算が通ったらお話を進め

ていただきたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 他に総務費、ござ

いますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参

ります。 

 １４ページから１６ページ、民生費、質

疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 次に、１６ページ

から１８ページ、第４款衛生費、質疑はご

ざいますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  次に、１８ペー

ジ、第６款農林水産業費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  次に、２０ペー

ジ、第７款商工費、質疑はございますか。 

 ４番。 

○４番（榊原深雪君） お伺いします。 

 商工費の商工振興費のことなのですけれ

ども、あしょろ宿泊クーポン事業補助金の

３５０万円の細かい内訳をお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） これにつきま

しては、町内の宿泊事業者に対して１店舗

１人１泊につきクーポン券、５００円の

クーポン券を３枚つづりをお配りしまし

て、それに使えるものとしましては飲食

店、町内の飲食店ですとか、小売店及びタ

クシーなどに使っていただくような形で考

えております。１人１泊１,５００円ですの

で、それの２,０００泊分ということで予算

計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） これは期間はどれ
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ぐらいなのですか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今、現在期間

なのですが、ちょっと関係機関とちょっと

調整中でして、どういった期間でやりたい

のかということで今考えております。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） その宿泊応援クー

ポン券のことなのですが、これはインター

ネットとか予約される方はそのクーポン券

を出しているということは一目で分かるよ

うになっているのですか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） それについて

はまだ検討中ということでして、なるべく

分かるような状態でしていきたいと思って

おります。 

 また、新型コロナの関係で、緊急事態宣

言とか出ている、蔓延防止措置が出ている

地域から来る宿泊者については対象外とい

うことにさせていただいておりますし、ま

た本町がそういった対象地域になっている

場合は、その期間は停止するということに

しております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） まだ期間が分から

ないということだったのですが、この３５

０万円計上されていまして、どれぐらい、

そうしたら見込みとしたら使われるかとい

うのはどのように見込んでいらっしゃいま

すか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 令和元年８月

から９月の延べ宿泊者が約７,３００人とい

うことになっておりまして、それの約２５

％プラスアルファということで２,０００泊

分ということにしております。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） そうしたら大体半

年以上にかけてクーポン券を出すかもしれ

ないということですね、まだ未定ですけれ

ども。 

 それで、前回やられた中でどのような反

響ですか、お客様の反応はどうでしたで

しょうか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） これにつきま

しては、昨年度やっておりませんので、今

年の初めての取組ということになります。 

○議長（吉田敏男君） やってないという

ことですね、昨年度は。 

 ４番。 

○４番（榊原深雪君） これは国から出て

いるのですよね、あのお金。違いました

か。 

 前も総務のほうで説明を受けたときに、

ＧｏＴｏトラベルでしたか、あれも統計

取っていないというお話だったのですね。

国でやっていることだから、あまりそうい

うふうに統計取ったり細かいこと、どのよ

うに町内で使われたかということもしてい

ないというお話だったのですけれども、こ

の件に関してはきちんと統計取ったり、ど

のお店がどれぐらい発行したかとか、そう

いうことを分かるようになっているのです

か。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） それぞれの宿

泊施設に配る枚数というか、配る分は把握

しておりますので、その辺は統計はきちん

と取れると思っております。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） それぞれの宿泊施

設に配る枚数というのは、宿泊された方に

出しますよね。そうしたら、上限はあるの

ですか、その宿泊施設に。お客さんがたく

さん見えるところとそうではないところも

ありますよね。一定ではないのですね。一

定のクーポンを発行するというわけではな

いのですね。どうなのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） それぞれの施

設の宿泊数というのはそれぞれ分かってお
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りますので、それの割合に応じた形で配布

したいと考えております。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君）  大体のクーポン

を、宿泊その都度申請するのではなくて、

あらましそちらの宿泊施設にクーポンを渡

しておいて、後で回収するという、もし使

われなかったら回収するという形なのです

か。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 使われなかっ

た場合については回収ということにはなろ

うかと思いますけれども、多分宿泊数の何

％という形でお配りするので、ほぼほぼは

多分使われるものだと思っております。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） 分かりました。 

 そうしたら、もし配布されたのが足りな

くなったらその宿泊施設は申請すればまた

追加でもらえるということで理解してよろ

しいのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 期間中配布枚

数はその施設ごとに多分決めると思うの

で、その期間中配布されたものについては

それ以上の配布はないのかなとは思ってお

ります。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） ちょっとよく分か

らないのですけれども、期間中にオーバー

しますよね、配布されたのは。だからその

上限、そこの宿泊施設に上限があるのです

か、そうしたら。ちょっと理解しづらいで

す。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほど経済課長の

ほうから御説明させていただきましたけれ

ども、昨年の宿泊者の数を案分してそれぞ

れの宿泊施設に配布をしますよと。ですか

ら配布した数というのは限られてくると。

３５０万円の予算の範囲内でつくるわけで

すから、それを案分してそれぞれ出します

よということになります。それがそれぞれ

の宿泊施設の配布された枚数が上限という

ように思っていただければいいのかなとい

うように思っています。 

 それが使われていきますと、当然宿泊さ

れる時期だとかいろいろなことありますけ

れども、それぞれの施設のごとに早く終

わってしまうところとだとか、遅くまで

残っているだとかというのはあるかという

ように思いますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、去年の宿泊者に応じて案分

するといった部分では、全体の分という

か、全員に当たるかどうかというのは、あ

る意味泊まる方たちの先着順みたいな形に

なりますので、その時期宿泊が多いホテル

だとか旅館については早く終わってしまい

ますし、後まで残るという部分もあります

けれども、その与えられた数の中で、クー

ポン券の中で来られた方に配布をしていく

という形になります。ですから、そこで全

部出し切ったよというところはそこはそこ

で終わりになりますし、同じぐらいの時期

にみんな終われば一番いいのかなと思いま

すが、多少終わる時期というのは、配布が

終わる時期というのは変わるのかなという

ように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ４番。 

○４番（榊原深雪君） ただいまの町長の

説明で分かりましたけれども、なるべくで

したら、昨年の泊まった方の案分している

という御説明も分かりましたけれども、同

じ時期にきちんと期間をきっちり設けて終

わらないと、今の時代、一人の方がＳＮＳ

ですか、ああいうので言ってしまうとすご

く拡散されてイメージがすごく悪くなった

りする場合もあるので、こういったことは

きっちり期間を設けてしたほうが私はよろ

しいのではないかなと思うのですけれど

も、もしそこの宿泊施設で期間中でたくさ

ん宿泊されるお宿があったり、そうではな

いのがあった場合はやっぱり回していただ
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く、その期間中にきちんと融通し合って

やっていただく方法か、そこはそちらの経

済課のほうで考えていただいて結構だと思

うのですけれども、しないと私はこれは難

しいことだと、逆にね。あんまり簡単に考

えると、後で怖い目に遭うから、と思いま

すので、そこのところをお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 詳細についてはま

だこれから、時期だとかそういったものに

ついてはまだこれから決めるということで

ございますので、今、榊原議員さんからお

話あった、そういったことも、そういう意

見もありますよということでお伝えして、

時期だとか方法だとか、最初は割り振るけ

れどもいついつまでだよと、状況で配布状

況を聞きながら調整するだとか、そういっ

たことも含めてこの後実際に実施する段階

で調整というか、検討しながら進めさせて

いただきたいというように思います。 

 ただいま御意見頂いたこと、また伝え

て、そういうことにも、そういう意見もあ

りますよということでお伝えしたいという

ように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 他に商工費、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  それでは、２０

ページに参ります。 

 第８款土木費、質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  同じく２０ペー

ジ、第９款消防費、質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） ２２ページ、第１

０款教育費、質疑はございますか。 

 １０番。 

○１０番（二川 靖君） 学校管理費の中

で、多分コロナウイルスの対応で小学校の

開口部の網戸設置工事というのが載ってお

ります。これは校舎全体なのか、ちょっと

具体的に教えていただきたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 網戸設置工事ですが、校舎全体ではござ

いません。ついてない一部というところ

で、階段の途中に窓がございますが、そこ

に網戸ついてございませんのでそこの部分

と、あと体育館ですね。体育館の扉の部

分、あそこがちょっと夏場開けていろいろ

なスポーツすると虫が入ってくるというと

ころで、主にそういったところの網戸設置

工事ということでございます。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 分かりました。 

 廊下の部分と体育館の部分ということで

ありますけれども、ちょっと現状、多分子

供たちが入っている教室については網戸が

設置されているのかなというふうに思って

いますけれども、いわゆるそこら辺のとこ

ろが現実問題古くなっているのか新しいの

かというのはいかがなのでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 既存の部分、今回工事入っていないとい

うことで、普通教室等にはもう既に設置さ

れているのですが、特に交換というような

要望は上がってきていませんので、現状大

丈夫かなというふうに思っている次第で

す。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 了解しました。 

 今換気の問題がよく言われておりますの

で、そこら辺やっぱり今回体育館と廊下と

いうことで、網戸も教室等々もやっぱり古

くなっていけば考えていかなければいけな

いというふうに思っておりますので、学校

から要望が上がってきていないというのも
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十分承知しますけれども、そこら辺やっぱ

り換気が重要ということで、そこら辺も目

配り、気配りをしながら今後対応していっ

ていただきたいなというふうに思っており

ます。 

 答弁は要りません。以上です。 

○議長（吉田敏男君） 他に教育費、ござ

いますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 歳出総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは、８ペー

ジにお戻りください。 

 歳入に入ります。 

 ８ページから１１ページ、歳入一括で行

います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） では、４ページに

お戻りください。 

 第２表地方債補正、変更２件、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５６号令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第４号）の件を採決

をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５６号令和３年度足

寄町一般会計補正予算（第４号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 １０分間休憩をいたします。１１時２０

分から始めます。 

午前１１時０８分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 ２５ページ。 

 これから、議案第５７号令和３年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の

件の質疑を行います。 

 ３０ページから３１ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５７号令和３年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の

件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５７号令和３年度足
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寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 ３３ページをお開きください。 

 これから、議案第５８号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。 

 ３８ページから３９ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５８号令和３年度足寄

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５８号令和３年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 ４１ページをお開きください。 

 これから、議案第５９号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計計補正予算

（第１号）の件の質疑を行います。 

 ４４ページから４５ページ、収益的収入

及び支出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）４１ページにお戻り

ください。 

 第３条予算第８条本文中、議会の議決を

経なければ流用することができない経費の

額の変更について、この関係について質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、議案第５９号令和３年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）の件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５９号令和３年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 休憩中に、議会運営委員会の開催をお願

いをいたします。 

午前１１時２５分 休憩 

午前１１時４１分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

ただいま開催されました、第２回定例会に

伴う議会運営委員会の協議の結果を報告し

ます。 

 これより、本日の日程に追加し、議案第

６０号について、提案説明を受けた後、即

決で審議いたします。 
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 次に、６月３日の本会議において、総務

産業常任委員会へ付託いたしました意見書

案第１号について、審査報告を受け審議を

行います。 

 次に、文教厚生常任委員会へ付託いたし

ました意見書案第２号から意見書案第４号

までについて、審査報告を受け審議を行い

ます。 

 次に、意見書案第５号について、即決で

審議いたします。 

 次に、総務産業常任委員会、文教厚生常

任委員会からの所管事務調査期限の延長に

ついて、総務産業常任委員会、文教厚生常

任委員会、広報広聴常任委員会、議会運営

委員会からの閉会中継続調査申出書につい

て、審議いたします。 

 以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定であり

ます。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長

の報告を終わります。 

 お諮りをいたします。 

 足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり

日程に追加をし、審議することにしたいと

思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、追加議事日程のとおり日程

に追加し、審議することに決定をいたしま

した。 

 

◎ 議案第６０号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 議

案第６０号財産の取得についての件を議題

といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） 追加提出議案

書１ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第６０

号財産の取得について、提案理由の御説明

を申し上げます。 

 下記の財産を取得することについて、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決をお願いするものでございま

す。 

 財産の種別は土地でございまして、土地

の所在地、面積、地目につきましては、右

側の記載の別紙を御覧ください。 

 所在地は、足寄郡足寄町北３条１丁目１

７番１、北３条２丁目４番２、北３条２丁

目６５番。 

 地目は、いずれも宅地でございます。 

 面積は、３筆合わせまして５,４７５.２

７平方メートルでございます。 

 左側に戻っていただきまして、５番目取

得価格につきましては３,０１１万３,９８

５円。 

 契約の相手方は、国分任契約担当官十勝

東部森林管理署 署長 早川博則氏でござ

います。 

 取得の目的につきましては、障害者地域

生活支援拠点施設等建設用地でございまし

て、土地開発基金を活用して購入をするも

のでございます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 
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 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６０号財産の取得につ

いての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６０号財産の取得に

ついての件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 意見書案第１号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 意

見書案第１号地方財政の充実・強化に関す

る意見書の件を議題といたします。 

 本件における総務産業常任委員会委員長

の報告は別紙配付のとおりです。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 これで委員長の報告を終わります。 

 これから、意見書案第１号地方財政の充

実・強化に関する意見書の件を採決をしま

す。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第１号地方財政の

充実・強化に関する意見書の件は、委員長

の報告のとおり可決されました。 

 

◎ 意見書案第２号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 意

見書案第２号国民健康保険料（税）のさら

なる負担軽減を求める意見書の件を議題と

いたします。 

 本件につきましては６月３日に提出者よ

り文面の訂正をしたい旨、議長宛てに申出

がありましたので、別紙配付のとおり訂正

することに御了解をお願いをいたしたいと

思います。 

 本件に対する文教厚生常任委員会委員長

の報告は別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は可決です。 

 これで委員長の報告を終わります。 

 これから、意見書案第２号国民健康保険

料（税）のさらなる負担軽減を求める意見

書の件を採決をします。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第２号国民健康保

険料（税）のさらなる負担軽減を求める意

見書の件は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 

◎ 意見書案第３号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 意

見書案第３号地域医療構想を見直し、実情

に応じた医療体制の確立を求める意見書の

件を議題といたします。 

 本件における文教厚生常任委員会委員長

の報告は別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は可決です。 

 これで委員長の報告を終わります。 

 これから、意見書案第３号地域医療構想

を見直し、実情に応じた医療体制の確立を

求める意見書の件を採決をします。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第３号地域医療構

想を見直し、実情に応じた医療体制の確立

を求める意見書の件は、委員長の報告のと

おり可決されました。 
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◎ 意見書案第４号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第５ 意

見書案第４号義務教育費国庫負担制度堅

持・負担率１/２への復元、「３０人以下学

級」など教育予算確保・拡充と就学保障の

実現に向けた意見書の件を議題といたしま

す。 

 本件における文教厚生常任委員会委員長

の報告は別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は可決です。 

 これで委員長の報告を終わります。 

 これから、意見書案第４号義務教育費国

庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保・拡

充と就学保障の実現に向けた意見書の件を

採決をします。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第４号義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保・拡

充と就学保障の実現に向けた意見書の件

は、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 意見書案第５号 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第６ 意

見書案第５号林業・木材産業の成長産業化

に向けた施策の充実・強化を求める意見書

の件を議題といたします。 

 議会運営委員長より、提案理由の説明を

お願いをいたします。 

 ４番。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

意見書案第５号林業・木材産業の成長産業

化に向けた施策の充実・強化を求める意見

書。 

 上記、議案を別紙のとおり提出する。 

 令和３年６月１５日。 

 提出者、足寄町議会議会運営委員会委員

長 榊原深雪。 

 林業・木材産業の成長産業化に向けた施

策の充実・強化を求める意見書。 

 本道の森林は全国の森林面積の約４分の

１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林

産物の供給等の多目的機能の発揮が期待さ

れており、これらの機能を十分に発揮させ

るためには「植えて育てて、伐って使っ

て、また植える」といった森林資源の循環

利用を進める必要がある。 

 森林の整備を進め、木材を積極的に利用

していくことは、山村地域を中心とする雇

用・所得の拡大による地方創生に大きく貢

献するものである。さらに、２０５０年ま

でに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとす

る国の目標の達成に向けて、伐採後の着実

な植林による森林の若返りや長期間炭素を

固定する木材利用の促進など、全国一の森

林資源を有する北海道が森林吸収源対策を

積極的に推進する責務を担うことが必要で

ある。 

 道では、森林の公益的機能の維持増進と

森林資源の循環利用の実現に向け、森林整

備事業及び治山事業や林業成長産業化総合

対策事業等を活用し、植林・干ばつや路網

の整備、山地災害の防止、木造公共施設の

整備、林業事業体の育成など、様々な取組

を進めてきたところである。 

 本道の森林を将来の世代に引き継いでい

くため、活力ある森林づくりや防災・減災

対策をさらに進め、森林資源の循環利用に

よる林業・木材産業の成長産業化が実現で

きるよう、施策の充実・強化を図ることが

必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ず

るよう強く希望する。 

 記。 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮

し、２０５０年カーボンニュートラルの実

現に貢献するため、適切な間伐と伐採後の
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着実な再造林の推進に必要な森林整備事業

予算や防災・減災対策の推進に必要な治山

事業予算を十分に確保すること。 

 ２、森林資源の循環利用を通じて、林

業・木材産業の成長産業化を実現するた

め、ＩＣＴ等の活用による林業イノベー

ションの推進、生産・流通体制の強化、都

市の木造化など道産木材の販路拡大、森林

づくりを担う人材の育成などに必要な支援

を充実・強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き、意見書を提出する。 

 令和３年６月１５日。 

 北海道足寄郡足寄町議会。 

○議長（吉田敏男君） 以上で、提案理由

の説明を終わります。 

 時間でありますけれども、このまま続行

をいたします。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第５号林業・木材産

業の成長産業化に向けた施策の充実・強化

を求める意見書の件を採決をします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第５号林業・木材

産業の成長産業化に向けた施策の充実・強

化をを求める意見書の件は、原案のとおり

可決されました。 

 

◎ 所管事務調査期限の延期について 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第７ 所

管事務調査期限の延期についての件を議題

といたします。 

 総務産業常任委員会及び文教厚生常任委

員会に付託中の所管事務調査については、

調査が終わらないので同委員会から次期定

例会まで期限を延期されたいとの要求があ

りました。 

 お諮りをいたします。 

 委員会の要求のとおり、期限を延期する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、総務産業常任委員会及び文

教厚生常任委員会に付託中の所管事務調査

について、調査の期限を委員会の要求のと

おり次期定例会まで延期することに決定を

いたしました。 

 

◎ 閉会中の継続調査申出書の件 

○議長（吉田敏男君） 追加日程第８ 閉

会中の継続調査申出書の件を議題といたし

ます。 

 総務産業常任委員会、文教厚生常任委員

会、広報広聴常任委員会及び議会運営委員

会の委員長から、条例第１３６条の規定に

よって、お手元に配付いたしましたとおり

閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りをいたします。 

 委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定をいたし

ました。 

 

◎ 閉会の議決 
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○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。 

 本定例会の会議に付された事件は、全て

終了をいたしました。 

 したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会をしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。したがって、本定例会は、本日で閉会

することに決定をいたしました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（吉田敏男君） これで本日の会議

を閉じます。 

 令和３年第２回足寄町議会定例会を閉会

をいたします。 

午後１２時０４分 閉会 
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